
関係は無いとの成績が得られており、JECFAは、CRSとL・グルタミン酸ナ  

トリウムの摂取との間に明確な関係は認められないと結論している。（参照9、  

13、35、36）   

L・グルタミン酸ナトリウムに関する最初の系統的な臨床試験報告として、  
大量のL－グルタミン酸ナトリウムを経口投与、あるいは静脈内投与したヒト  

に皮膚の灼熱感（胸部に始まり頸部、上腕部に広がる）、顔面のこわばり、胸  

痛が発現したとの1968年の報告がある。投与後症状が現れるまでの時間は、  

静脈内投与で17～20秒、経口摂取で12～25分であったが、症状の内容は投  

与法により異なり、静脈内投与では上記の3徴侯すべてがみられたが、経口  

投与では一部が認められたのみであった。また、症状の発現に必要な投与量  

には個人差があり、静脈内投与では25～125mg、経口投与では1．2～12g  

とされている。症状の発現は静脈内投与の場合の方が鋭敏で、たとえば21g  

の経口摂取で症状の発現がなかった例が、50mgの静脈内投与で典型的な症  

状を示したとされている。その他、500mgの静脈内投与により胸痛を示した  

例について心電図め検査を実施したが、異常所見はなかったとされている。  

（参照13）   

その後、L・グルタミン酸ナトリウムの摂取とCRSの関係について二重盲検  

法による多くの臨床試験が報告されており、L－グルタミン酸摂取群（各群1．25  

～5g）を設けた新たな試験成績を含めた2000年に発表された論文では、L－  

グルタミン酸摂取群においてプラセボ投与群に比べて何らかの症状を示す例  

数は多いが、典型的なCRSの徴侯がみられた例はなく（参照36）、しかも症  

状の発現と血中のL－グルタミン酸濃度の間にも相関が認められなかったと  

されている。 したがって、大量のL－グルタミン酸ナトリウムの摂取後に認め  

られた胸やけ、ふらつき、顔や肩のこわばり、胸痛などの症状はL－グルタミ  

ン酸に特異的なものではないと考えられた（参照13、36、37）。  

（多気管支喘息   

中華料理を食べてから12時間後に気管支喘息の発作を起こした2名につ  

いて、さらにL－グルタミン酸ナトリウム（2．5g）を含有するカプセルを摂取  

させたところ、10～12時間後に最大呼気流速（Peakexpiratoryflowrate；  

PEFR）の減少が認められたとする1981年の報告がある。この知見からは  

L・グルタミン酸ナトリウムが気管支の撃縮に関与しているものと考えられた  
が、この試験については、〔1〕呼吸機能の痛態判定にはPEFRよりも信頼  

性の高い方法を用いるべきこと、〔2〕プロトコールではプラセボ試験の直前  

にテオフイリンの投与が中止されているため、レグルタミン酸ナトリウムに  

よる試験時には体内のテオフイリン濃度が著しく低下しており、このような  

状況ではプラセボと被験物質による反応の差異を区別することは困難である  
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ことが指摘された。  

1987年以降、L・グルタミン酸ナトリウムと気管支喘息の関係を否定する結  
果が報告されている。中華料理の摂取後に喘息発作を起こした病歴をもつ計  

45名の患者について、L－グルタミン酸ナトリウム摂取による喘息の惹起試験  

が実施されているが、陽性の反応はみられなかった。また、中華料理の摂取  

後の喘息発作がみられなかった109名の喘息患者について同様の試験が行わ  

れているが、陽性反応の例はなかったと報告されている。（参照13、38）  

3．一日摂取量の推計等   

（1）わが国における評価   

「あなたが食べている食品添加物」（平成13年食品添加物研究会編）による   

と、食品から摂取されるL一グルタミン酸類の一人あたりの平均の一日摂取量は、   

加工食品からの添加物としての摂取が主であると考えられ、1998年から1999   

年の調査においてL－グルタミン酸として1，198mgである。（参照39）   

年齢別に比較すると、2000年の調査において1・6歳乳幼児における加工食品   

由来のL－グルタミン酸としての平均摂取量は924mg、7・14歳では1，342mg、  

15・19歳では1，770mg、20・64歳では1，900mg、65歳以上ではl，640mgと   

報告されている。（参照40）   

一方、平成16年度厚生労働科学研究によれば、食品添加物の食品向け生産   

量を基に算出されるL－グルタミン酸類の一人あたりの平均の一日摂取量は、L－   

グルタミン酸として約1，290mgと推定される。なお、その99％以上がナトリ   

ウム塩である。（参照41）   

なお、平成16年国民健康・栄養調査におけるタンパク質の平均一日摂取量   

70．8g（1～6歳‥46．5g）を基に、ヒトが一目で摂取する食事性タンパク質由   

来の総アミノ酸量のうち約20％がL－グルタミン酸とされており、またその嗟馴又   

率は40％とされていることから（参照8）、食事性タンパク質の全てがアミノ酸   

となると仮定した場合、食事性タンパク質からのL－グルタミン酸の吸収量は約   

6g（】．～6歳‥約4g）と推定される（参照42）。  

（2）米国における評価   

米国におけるNAS／NRCGRAS物質調査によると、L－グルタミン酸類の食品  

への使用は1960年から1970年の間に増加し、1970年の総使用量は14トン  

（メーーカー報告量の補正値）、使用対象食品と使用濃度（平均値）は、スープ類、  

粉末スープに0．42％であった（加工食品メーカー報告に基づく）。（参照43）   

米国におけるNAS／NRC食品添加物等使用調査（1989年）によると、食品  

添加物等のメーカーからの報告に基づく、L・グルタミン酸アンモニウムの食品  

への】＿975年、1982年、1987年の年間使用量は、24千ポンド（10．9トン）、  

61千ポンド（27．7トン）、66．6千ポンド（29．9トン）と報告されている。一方、  

18  

－37－   



L－グルタミン酸ナトリウムの食品への1975年、1982年、1987年の年間使用  
量は、25，500千ポンド（11，600トン）、28，400千ポンド（12，900トン）、18，600  

千ポンド（8，440トン）であった。（参照44）   

また、FDAの1996年の報告によると、米国におけるL－グルタミン酸ナトリ  

ウムの一日平均摂取量は0．2～0．5gとされている。（参照37）   

また、FDAの委託を受けたFASEBは、1978年時点で、市販の乳幼児また  

は若年者用の食品に添加してよいと判断できるような安全性データーが不十分  

であることから、現状として、レグルタミン酸及びその塩類はこれらの食品に  

対しては添加していないと考えられるとし、FDAに報告した。（参照35）  

（3）EUにおける評価   

L・グルタミン酸アンモニウムを含むL・グルタミン酸類は、1990年にグループ  
として「ADIを特定しない」とされていることから、EU加盟各国が最近実施  

した食品添加物の摂取量調査において、 実摂取量算定の優先度は低いと報告さ  

れている。 （参照45）   

なお、1992年のFASEB報告書によると、EUにおける食品におけるL－グル  

タミン酸ナトリウムの一日摂取量は350mgを超えないとの報告がある。（参照  

46）  

Ⅲ．国際機関等における評価  

1．JECFAにおける評価   

JECmは1971年の第14回及び1973年の第17回会議において、L・グルタミ   
ン酸、同アンモニウム塩、同カルシウム塩、同ナトリウム塩及び同カリウム塩に   

っいて評価し、ADIをグループとして0～120mg†短体重／日（L・グルタミン酸換   

算）と設定している。この会議において、動物実験において新生児でL・グルタミ   

ン酸に対し高い感受性を示す懸念が示唆されたことから、このADIは生後12週   

以前の乳児には適用すべきでないとされた。（参照9、47）   

その後、L・グルタミン酸ナトリウムの摂取量が一部のアジア諸国において近年  

増加しており、上記ADIを超える可能性があるとの情報があり、JECFAは1987  

年の第31回会議において、1973年以降に集められたL・グルタミン酸に関する、  

特に代謝、神経毒性、内分泌機能への影響並びに過敏症に関する知見についての  

情報に基づいて検討した。論点は次の2点であった。（参照9、4鋸  

（1）乳幼児に対する神経毒性の懸念  

大量のしグルタミン酸塩の経口投与により、母乳中のL・グルタミン酸濃度は  
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増加せず、また少なくともラット、サルにおいては胎盤をほとんど通過しない  

との知見が得られている。また、L－グルタミン酸ナトリウムの大量投与による  

神経毒性の発現について、感受性は動物種等により異なり、マウスの新生児で  

最も高いとされている。 マウスにおいて神経毒性を発現しない最大の血中濃度  

は新生児で100～130pmol／dl、離乳期で380pmol／dl、成熟期で630pmol／dl  

である（）ヒトにおける臨床試験によると、L・グルタミン酸ナトリウム150mg／kg  

体重を水溶液として単回経口投与しても、血中濃度は前述の神経障害を起こす  

レベルには達しないとされている。これらの知見を総合し、L一グルタミン酸の  

血祭中濃度の最高値は食品摂取量に依存し、また乳幼児においてL－グルタミン  

酸ナトリウムは成人と同様に代謝されることから、神経毒性はヒトに経口摂取  

しても発現しないと評価された。（参照9、13）  

（2）CRSについて   

十分に管理された二重盲検交叉試験では、CRSとL－グルタミン酸ナトリウム  

の摂取との間に明確な関係は認められないと結論された。（参照9、13）   

これらを考慮した上で1987年にJECFAは、L－グルタミン酸類について、食  

品中にあらかじめ存在する量に加え、食品添加物として技術的に必要な量を使  

用する限り、健康に影響を及ぼすことはないとし、前回の上述のL－グルタミン  

酸及びその塩類に対するADI（0～120mg／kg体重／目）を、マグネシウム塩も  

含め「ADIを特定しない（notspecined）」に変更している。ただし、L・グルタ  

ミン酸ナトリウムを大量に単回摂取した場合、複数回に分けて摂取する場合よ  

りも血祭中濃度が高くなる可能性があるので注意すべきであること、また、食  

品添加物の一般原則として、乳幼児向け食品には注意深く使用すべきであり、  

成人の噂好への配慮を目的とした添加は、乳幼児向け食品に対してはすべきで  

はないことを付記している。（参照9、48）  

2．米国における評価   

FDAの委託を受けたFASEBは1978年（参照35）及び1980年（参照43）に  

L－グルタミン酸とその塩類についての既存の安全性情報を評価し、〔1〕L－グルタ  

ミン酸及びその塩酸塩、ナトリウム塩、アンモニウム塩、並びにカリウム塩は現  

状で通常使用されている量、方法で用いられる限り、乳幼児を含めヒトに対して  

有害影響を起こす、あるいは示唆する証拠はないが、〔2〕現在と比べた摂取量の  

著しい増加による影響は追加データなしには判断できないとし、FDAに報告した。   

FDAはこの評価に基づいて1986年までに、L－グルタミン酸及びL－グルタミン  

酸アンモニウムを含む上述の塩類について、適正使用規範（GMP；Good  

Manufa（：turing Practice）に従って使用する限りにおいては、GRAS物質  

（SubstanCeSGenerallyRecognizedasSafe；一般に安全と認められる物質）と  
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分類し、食肉製品、食鳥肉製品のフレーバー保持・増強剤としての使用を含め、  

食品全般に必要量の使用を認めている。 （参照49～53）   

FDAは1980年～1994年にL・グルタミン酸ナトリウム摂取後の副反応に関する  
多数の報告を受けている。 しかしながら、1995年のMEB報告書においては、  

L－グルタミン酸ナトリウムを3g以上、食事なしの条件で経口摂取した後1時間以  
内にいわゆるCRSの症状を引き起こすヒトがいるとする報告があるものの、通常、  

レグルタミン酸ナトリウムを使用した食品の通常の1食分の量（サービング）で  

は、その含有量は0．5g未満であるので、そのような症状は大量あるいは液体で摂  

取された場合に生じるものではないかとされている。 また、ヒトにおいて、L－グ  

ルタミン酸ナトリウムの摂取により脳の病変あるいは神経細胞の傷害が惹起され  

ることを示唆する証拠はないとされている。（参照53）   

msEBの報告を受け、米国においては、L－グルタミン酸ナトリウムの摂取と  
CRSの関係については適切なプロトコールによる二重盲検試験が不足している  

ことなどから二重盲検試験が実施され、2000年、「（6）ヒトにおける知見」に示  

したように、関連性を否定する結果が報告されている。（参照36、37、53）  

3．EUにおける評価   

欧州食品科学委員会（SCF）は1990年に、L－グルタミン酸及びそのアンモニ  

ウム塩、ナトリウム塩、カリウム塩、カルシウム塩並びにマグネシウム塩はSCF  

が推奨する方法で使用する場合、「ADIを特定しない」としている。 なお、乳幼  

児は成人と同様にL・グルタミン酸類を代謝することが知られていることから、L－  

グルタミン酸塩の経口摂取の増加により感受性は変化しないとしている。（参照  

45、53）   

EUでは、薬味料及び調味料として必要量、その他一般食晶には10g／kgの範  

囲内で使用が認められている（E624）。（参照54）  

Ⅳ．食品健康影響評価   

本物質そのものの体内動態に関する試験はないが、L・グルタミン酸アンモニウム  
は、胃液中で容易にL・グルタミン酸になると予測されることから、胃を通過した時  

点で食事由来の遊離L・グルタミン酸、タンパク質分解物としてのL・グルタミン酸、  

あるいはL・グルタミン酸ナトリウム等の塩類と同一の過程を経て吸収されると考  

えられる。   

よって、L一グルタミン酸アンモニウムについて、提出された毒性試験成績等は必  

ずしも網羅的なものではないが、既にわが国で使用の認められているL・グルタミン  

酸及びその塩類の試験成績を用いて総合的に評価することは可能と判断した。   



L・グルタミン酸アンモニウムのほか、L－グルタミン酸及びその塩類の安全性試験  
成績（別紙）を評価した結果、発がん性、生殖発生毒性及び遺伝毒性を有さないと  

考えられる。また、反復投与毒性試験では、安全性に懸念を生じさせる特段の毒性  

影響は認められないと考えられた。   

なお、わが国において、L－グルタミン酸、同カルシウム塩、同カリウム塩、同マ  

グネシウム塩及び同ナトリウム塩については、食品添加物としての使用経験があり、  

これまでに安全性に関して特段の問題は指摘されていない。 JECFAでは、上述の  

物質及び同アンモニウム塩について、 「ADIを特定しない」と評価している。   

以上から、L－グルタミン酸アンモニウムが添加物として適切に使用される場合、  

安全性に懸念がないと考えられ、ADIを特定する必要はないと評価した。   

なお、神経毒性については、マウス及びラットの新生児に高濃度のL－グルタミン  

酸ナトリウムを投与すると、中枢神経系、特に視床下部に障害が引き起こされるこ  

とが知られているが、サルを含めた他の動物種の新生児では確認されていない。こ  

のため、L－グルタミン酸アンモニウムが添加物として適切に使用される限りにおい  

て、乳幼児で神経障害が起こるとは考えにくいと判断した。   

また、JECFA等で評価されているL－グルタミン酸ナトリウムとCRSの関連性に  

っいては、明確な関係は認められないとされており、本調査会としては妥当と判断  

した。   



＜別紙：L・グルタミン酸アンモニウム 安全性試験結果＞  

投与量   試験結果   
参照  

試験 種類  動物種  試験期間  投与 方法  動物数 ／群   
披験物質  

No   

ラット   単回投与  強 制  l堆雄各10匹  L・グルタミン酸ア  不明   ラット雄LD50：9，100mg在官体重   14  

マウス  経口  ンモニウム2  ラット雌LD50：8，3∝Img化g体重  15  

マウス雄LD50：6，300mg瓜g体重  

マウス雌LD50：5，900mg瓜g体重  

L・グ／レタミン酸カ  ラット雄LD50：8，5（カm〆kg体重  

リウム  ラット雌LD50：7，9（カmg庇g体重  

マウス雄LD50：7，700mg瓜g体重  

マウス雌LD50：8，100mg此g体重  

L・グルタミン酸カ  ラット雄LD50：18，200mg在官体重  

ルシウム  ラット雌LD50：14，700m甚g体重  

マウス雄LD帥：13，300mg瓜g体重  

マウス雌LD50：13，800mg耽g体重  

L・グルタミン酸マ  ラγト雄LD∽：略000mg化g体重  
急  
性  グネシウム  ラット雌LD帥：19，000mg／kg体重  

毒  マウス雄LD50：14，900mg肱g体重  
性  マウス雌LD馳：15，200mf沖g体重  

L・グ／レタミン酸ナ  ラット雄LD弘：17，300mさ沖g体重  

トリウム  ラット雌LD50：埼800mg此g体重  

マウス雄LD∽：17，700m官服g体重  

マウス雌LD抑：16，400m釘kg体重  

ラット  単回投与  経口  不明   L・グルタミン酸ナ  ラットLD50：19，鉛Omg此g体重   9  

マウス  トリウム   

ウサギ  L・グルタミン酸  ラットLD50：16，餌Omg戊g体重  

マウスLD知：16，加Omg珠g体重  

マウスLD別：19，茨氾mg肱g体重  

マウスLD裾12，駆1mg此g体重  

ウサギLD50：2，300mg此g体重＜   

マウス  715日間  混餌  雄各100匹  L・グルタ ミン  0、1、4％（0、  死亡率、血液学的検査、組織学的検査、腫瘍発生率  9  

酸、L及びDレ  16  

グルタミン酸ナ  

トリウム   田   

ラット   12 適齢か  混餌  l堆雄各35あ  0、0．1％、0．4％  体重、摂餌量、一般行動、生存率、血液学的検査、  9  

庭  

ら2年間  るいは40匹  （0、50、200  臓器重量、組織学的検査に有意な差は認められなか  18  

mg此g体重／日  った。また、腫瘍の発生率に群間による差は認めら   

与 毒  
れなかった。  

性  

及  
び  L・グルタミン酸  0、5．83％（0、  有意な体重増加の抑制、尿のpHの上昇、クレアチ  19   
発  ナトリウム  2，915 mg肱g  ニン濃度の減少、ナトリウムイオン濃度の上昇、勝   
が  
ん  

体重／日1）  胱上皮の単純性過形成が認められた。  

性  
ラット  90日間  経口  雄各5匹  L・（天然）、D・  0、20、200、  体重、臓器重量及び組織学的検査に変化は認められ  9  

（合成）及びL・  

（合成）グルタ  

ミン酸ナトリウ  

ム   



試験  
投与量   

参照  

動物種  試験期間  投与 方法  動物数 ／群   
被験物質  試験結果  

種類  No   

ラット  13週間  混餌  雄各10  L・グルタミン酸  0、6％（0、3，000  KHCO3とともに投与した群にのみ、膜胱及び腎臓  20  
ナトリウム  mg肱g体重／日  

塩基：NaHCO3  

（1．6％；800  

mg瓜g体重／  

日）、ⅠくHCO3  

（2．5％；1，250  

mg／kg体重／日  

酸：NH4Cl  
（1．0％；500  

mg此g体重／日  

ラット   104週間  混餌  雌雄各40匹  グルタミン酸十ト  0、1、2、4％（0、  4％投与群及びプロピオン酸ナトリウム投与群で、飲  9  
リウム   500、1，000、  

2，000m釘kg  

反  
体重／日l）  

復  
対照群：プロピ   

与  
オン酸ナトリ  

三重三 母  ウム（2．05％；   

性  1，025 mg此g  12週及び104週目に腎孟部及び腎臓の皮髄境界部   

及 び  体重／日）   こ限局的な石灰沈着が散発的に観察された。  

発  
ラット   104週間  混餌  雌雄各50匹  L・グルタミン酸  0、0．6、1．25、  2．5％及び5％投与群：尿検査でpHとナトリウム濃  22  

が  （5適齢）  ナトリウム  2．5、5％（0、  度が雌雄とも高い傾向を示したが、カリウム濃度で   
ん  
性  

231、481、975、  

1，982（雄）、0、   

続  268、553、  降に有意な増加抑制あるいは抑制傾向を示した。尿   

き  1，121、2，311  検査では、尿量が雄で1、3、24ケ月後に高値を示  

（雌）mg此g  

体重／日）   また雄にのみ膀胱の比重量が有意に増加していた。  

一般状態や摂餌量、生存率、血液学的検査では群間  

に明らかな差は認められなかった。各臓器の腫瘍発  

生率については投与群と対照群の間に有意な差は認  

められなかった。  

ピーグル  104週間  混餌  雌雄各5匹  L・グ／レタミン酸  0、2．5、5、10％  投与から26、52、78、104週後に実施した尿検査で  9  

犬  ナトリウム   （0、625、  

1250、2，500  

mg几g体重／日  

1）  体重、摂餌量、一般行動、心電図、眼科学的検査、  

対照群：プロビ  

オン酸ナトリ  

ウム（5．13％；  

1，282．5mg此g  

体重／日）   

ラット  妊娠末期  混餌  不明   L・グルタミン酸  0、2％（0、1，000  吸収胚数、生存胎児数、胎児体重及び胎児の内部器  9  
mg／kg体重／日  24  

生  

殖  
発  
生  投与後 Fl  匹   ナトリウム  4，000、8，000  れなかった。性周期や妊娠期間、Fl及びF2世代の  25   

虫 臼  世代を出産  mg此g 体重／  児数、児体重、親動物及びFl世代の臓誰重量や主要   

性  させ、1〕0日  日）   勝誇（脳、服を含む）の組織学的検査、F2児の成長  

齢時点でF2  に異常は認められ・なかった。  

世代を出産  



投与量   試験 結果   
参照  

試験 種類  動物種  試験期間  投与 方法  動物数 ノ群   
被験物質  

No   

マウス  組織学的検  混餌  雄17匹、雌  L・グルタミン酸  0、1、4％（雄0、  母動物の摂餌量は授乳期に著しく増加し、L・グルタ  9  

査はF3世  51匹   ナトリウム  1，500、6，000  ミン酸ナトリウムの摂取量は最大で25，000mg瓜g  

代で出生  mg肱g 体重／  体重／日まで増加した。  

0、3、14及  日、雌 0、  受胎能、妊娠率、生存率、噛育率に投与の影響は認  

び21日に  1，800、7，200  められず、F3世代の離乳までに実施した組織学的検  

実施  mg此g体重／  

日）   

マウス  10日間  不明  雌24～30匹  L・グルタミン酸  0、5．2、24、  妊娠、着床数、母動物及び胎児の生存率、胎児体重、  9  
生  
殖  

ナトリウム   112、520  

発  
mg此g体重   

生  
毒  L・グルタミン酸  9  

性  ナトリウム   受胎率、同腹児数及び哺育率に投与の影響は認めら  

′‾■、  
れなかった。投与群の胎児体重は対照群に比べ僅か  

続  に低かったが、児の精巣、卵巣及び副腎、母動物の  
き  卵巣、副腎、肝勝、腎臓及び脾臓の重量は対照群と  

の間に差は認められなかった。児の外表及び骨格検  

査においても異常は観察されなかった。また、投与  

群の流産及び吸収胚の発言頻度は対照群と同様であ  

った。流産胎児に外表及び骨格異常は観察されなか  

った。  

ラット  妊娠6～15  経口  雌25匹  L・グルタミン酸  0、4．5、21、97、  妊娠、母動物及び胎児の生存率、異常胎児の発現率  9  

日  カリウム   450皿g此g体  

重   

血lワわ℃  DNA修復試験  14  

（Rec・aSS8y）  

（－S9mix）  H17（′e♂）  

M45（廠）   

復帰突然変異試験  10、1（氾0、  14  

（＋／－S9mid  （Ipム血m’比m  20，000  
TA1535  pg缶1ab   

TA1537  

m◆1638  

M2  

TA94  

TA98  
TAlOO  

邁  Ⅵ7P21ハ7d  

伝  
毒  

復帰突然変異試験  0．145、0．29、  26  

性  （＋／－S9mix）  如血血血皿  0．58％（wん）   

TA1535 
TA1537  

TA1538  

遺伝子変換試験  1．25、2．5、5％  26  

（＋／－S9mix）  D4  （w／v）   

血け加  復帰突然変異試験  27  

（中一S9mix）  訪p血加∽ケl上Ⅲ  pg缶Iate   28  

TA94  

TA97  

TA98 

TAlOO 
TAlO2  
TA2637   

＋
 
 

4
 
 

2
5
 
4
 
 

＋
 
 、  l  

㌣
 
 
 



動物数  
被験物質   投与量   

参照  
試験結 果  

No   

血lワ■ぉり  復帰突然変異試験  L・グルタミン酸  1．25、2．5、  29  

（刃－S9mix）   卓p丘血山刀‘l皿  5．0％（wん）   

TA1535  

TA1537  

TA1538  

TA98  

TAlOO  

遺伝子変換試験  1．25、2．5、  29  

（十／－S∈）mix）   D4  5．0％（wん）   

染色体異常試験  最高濃度2，000  27  

トS9mix）   pg／mL   30  

復帰突然変異試験  L・グルタミン酸  31  

（＋／一Sミ）mix）   （Ipカ血l〃ワ■【上皿  0．0125  

TA1535  0．025％（wん）   

TA1537  

TA1538  

TA98  

TAlOO  

遺伝子変換試験  0，7、1．4、  31  

（＋／－S9mix）   D4  2．8％（w人7）   

ラット   宿主経由試験  L・グルタミン酸  32  

14日間強制経口  

投与 G46  

遺   0、2．7、5．4g此g  優性致死の有意な増加は認めら－れず、陰性の結果が  33  

国  単回強制投与し、  体重   得られている。  

‾母  
性  

投与径直ちに交配  

血lゴわ℃  DNA修復試験  励dぴg  L・グルタミン酸  100、200、500  陰性。   14   

（Rec・aSSay）  カリウム   mg／mL  

（－S9mix）   H17（Jで♂）  

M45しでど）  

復帰突然変異試験  10、1000、  14  

（＋トS9mix）   ¢pカ血‡血l〟刀  20000  

TA1535  pg缶1ate   

TA1537  

TA1538  

TA92  

TA94  

TA98  

TAlOO  

且（加  

Ⅵ巧）2LJ17こ」  

復帰突然変異試験  0．75、1．5、3．0％  34  

（＋／－S9mix）   恒血血正昭  （＼ヽ丁／v）   

TA1535  

TA1537  

TA1538  

遺伝子変換試験  1．25、2．5、  34   

（＋／－S9mix）   D4  5．0％（＼lrん）   

6
 
 
■
 
2
 
5
 
 

4
 
 



投与量   試験結果   
参照  

試験 種類  動物種  試験期間  投与 方法  動物数 ／群   
被験物質  

No   

生  混餌  Lグルタミン酸  中等量（200mg／日；約1．3g肱g体重／日）では学習  

化  を促進させるが、高用量（400mg／日；約2．6g此g  

体重／日）では過度の異常活動や無秩序な行動を惹起  

した。   

般   経口  L・グルタミン酸  ED∽は約500mg此g体重であるが、耐薬性が認め  9   

薬  ナトリウム  られる最大量は約60mg耽g体重とされている。   

理   

ヒト  L・グルタミン酸  CR5に対する感受性は女性の方で高いという報告  9  

ナトリウム  もあるが、二重盲検法による臨蘇試験において、CRS  

との間に有意な相関関係は無いとの成績が得られて  

いる。   36  

10～12時  最大呼気流速（PEFR）の減少が認められた。   38  

間   理を摂取後  

12時間に気  

管支喘息の発  

作患者）   

45名（アジア  L・グルタミン酸  喘息の惹起試験が実施されているが、陽性の反応は  

料理の摂取後  みられなかった。  

に喘息発作を  

起こした病歴  

をもつ患者）   

109名（グル  レグルタミン酸  喘息の惹起試験が実施されているが、陽性の反応は  

タミン酸ナト  みられなかったっ  

ヒ  リウムの摂取  

ト  による喘息発  
に  
お  

作がみられな  

け  かった喘息患  
る  者   
知  
見  経口  不明   L・グルタミン酸  

ナトリウム   顔面のこわばり、胸痛の一部が、投与12～25分後  

に発現した。   

静脈  レグルタミン酸  

内   ナトリウム   顔面のこわばり、胸痛が、投与17～20秒後に発現  

した。症状の発現は静脈内投与の湯合の方が鋭敏で、  
たとえば21gの経口摂取で症状の発現がなかった  

例において、50mgの静脈内投与で典型的な症状を  

示したとされている。  

ヒト   不明   静脈  不明   L・グルタミン酸  500mg   胸痛を示した例について心電図の検査を実施した  

内  ナトリウム  が、異常所見はなかった。   

1JECmで用いられている換算値を用いて摂取量を推定（参照17）  

種   
最終体重  摂餌量   摂餌土  

他g）  屯働物／日）  反収g体重／日）   

マウス   0．02   3   150   

ラット   0．4   20   50   

イヌ   10   250   25   

2投与物質に網掛け（）がされているものは、今回の評価品目である。   
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